
入 会 申 込 書 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

一般社団法人 東京都地質調査業協会 会 長 殿 

 

 

弊社儀 

今般、貴協会の趣旨を賛し規約条項承認の上、協会会則に従い、協会活動に参加

することを約束し、入会いたしたく申込します。 

 

 

住   所 

 

会 社 名 

 

代 表 者 名                ㊞ 

 

 

会 社 概 要 

電 話 番 号  F A X 番 号  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞアドレス  

Ｅ－ｍａｉｌ  

技 術 担 当 者  営 業 担 当 者  

協会活動に参

加できる方 

 
事務所開設時 

 

資 本 金  従 業 員 数  

営 業 種 目  売 上 高  

そ の 他  

 



入会申込者の審査基準 
 

一般社団法人 東京都地質調査業協会 

協会事務局  TEL O3-3252-2963 

       FAX O3-3252-2971 

 

（申込者の資格） 

１．申込者の資格及び審査項目は次のとおりとする。 

(1) 地質調査業に登録した法人 

(2) 東京都内に本社又は地質調査業登録規定により登録された事業所（支店営業

所等）をもち、地質調査業務実績を有するもの。 

(3) 業務内容健全にして本協会会員として業界の発展に寄与し、且つ本協会の目

的を理解協力できると認められるもの。 

(4) 地質調査以外の業務を兼業するものは、直接実施した業務経歴などその能力

が専業の会員と同等もしくは同等以上の能力を有すると認められるもの。 

（申込者の提出書類） 

２．入会を希望するものは次の書類を提出するものとする。 

(1) 入会申込書（所定のもの） 

(2) 本会より指示された書類（現況報告書等） 

（申込者の入会審査・決定） 

３．入会申込者の入会審査は、総務委員会を通じて理事会で審査決定する。 

（審査結果の通達） 

４．審査結果については、その可否を文書をもって申込者に通達する。 

（入会金と会費） 

５．正会員の入会金は２０万円とする。但し、再入会員は入会金を免除する。 

 （入会金の納入は、年度内において分割払いも可とする） 

６．正会員の会費は月額 18,000 円とする。 

（入会手続き） 

７．入会決定通知を受けてから 1ヶ月以内に入会金及び所定の会費を納入するもの

とする。但し、分割納入等の手続きを行った場合はこの限りでない。 

  尚、入会金・会費は返却しない。 

８．入会申込は協会事務局とする。申込書類は事務局に常備する。 

 

本基準は平成 23年 4月 1日より実施する。 


